
第４ 譲渡所得関係                                                                   - 19 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 20 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 21 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 

 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 22 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 

 

 

             一 連 番 号



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 23 - 

 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 

 

 
             一 連 番 号



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 24 - 

 

改  正  後 改  正  前 

  

 （新 規） 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 25 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 26 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 27 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 28 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 29 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 30 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 31 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 32 - 

 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 33 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 34 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 35 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 



第４ 譲渡所得関係                                                                   - 36 - 

改  正  後 改  正  前 

 
 

 

 

 



第８ 納税猶予関係                                                                  - 1 - 

 

改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 猶予整理簿 

 

  検   算 

 

 

贈 与 税

相 続 税
 の 納 税 猶 予 の 継 続 届 出 書 

 

 

 ※ 

 

 ※ 

 

                                               平成   年   月   日 

            税 務 署 長 殿 

                                            〒 

                                    届 出 者 住 所                 

 

                                          氏名                印 

                                            （電話番号    －       ） 

 

   租税特別措置法
第70条の４第１項

第70条の６第１項
 の規定による

贈与税

相続税
 の納税の猶予を引き続いて受けたいので、次に掲げる税額等につい   

   

て確認し、同条 
第22項

第28項
の規定により関係書類を添付して届け出ます。          

 

                 

平 成            年    月       日 

 

 ※

 印

 欄

 は

 記

 入

 し

 な

 い

 で

 く

 だ

 さ

 い

  。

 
 

  贈   与   者 

  被  相  続  人 
 

 

住 

所 
 

 

 

 
 

 

氏 

名 
 

 

 

（    年   月   日 生）

 １  納付すべき
贈与税額

相続税額
 のうち納税の猶予の適用を受けた

贈与税額

相続税額
                    円 

                        

 ２ １のうちこの届出書の提出までに特例農地等の譲渡等をしたため、 

 

  既に納税の猶予が確定し納付した
贈与税額

相続税額
                    円 

 

  (注) 譲渡等には、譲渡、贈与、転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借権などの権利の設定若しくは耕作の放棄又は権利の消 
 
    滅も含まれます。 
 

 ３ １のうち届出日現在において納税の猶予を受けている
贈与税額

相続税額
 

                           

  （１－２の金額） ...........................................................................................................................................                   円 
 

 
 
 ４ 納税猶予の適用を受けた農地等については、    年  月  日に                       に対して 
   
                                   

  使用貸借による権利の設定をしたが現在もその農地等をその          に引き続き使用させています。 

                              

 ５ この届出書の提出期限の属する年の前３年間の各年における特例農地等に係る農業経営に関する事項の概要は、別紙「特例農地 

 

  等に係る農業経営に関する明細書」のとおりです。（特例農地等のうちに都市営農農地等がある場合、平成17年４月１日以降の相 

 

  続に係る相続税の納税猶予の場合又は平成７年分以降の贈与税に係る納税猶予の場合） 

 

  ※ 添付書類 

○ 農業経営を引き続いて行っている旨の農業委員会の証明書（上記の４に該当する場合には、その推定相続人が農業経営を引き

続き行っている旨及び届出者が推定相続人の営む農業に従事している旨の証明書） 

○ この届出書を提出する前３年間に特例農地等の異動があった場合には、その明細書 

○ 特例農地等に係る農業経営に関する明細書（特例農地等のうちに都市営農農地等を有する場合、平成17年４月１日以降の相続

に係る相続税の納税猶予の場合又は平成７年分以降の贈与税に係る納税猶予の場合） 
 

 

 

 関与税理士 

 

 
 

 

 電 話 番 号
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